
カテエネガスプラン３ for au 

１ 適   用 

(１) この個別要綱の料金プラン（以下「カテエネガスプラン３ for au」といいます。）は，当社が

別途定めるガス基本契約要綱（以下「基本要綱」といいます。また，基本要綱が変更された場合は，変

更後の基本要綱によります。）が適用される需要で，次のイ，ロ，ハ，ニもしくはホならびにヘおよび

トにも該当する場合で，お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。 

イ 専用住宅において，居室に床暖房を設置し，使用すること。 

ロ 専用住宅において，居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し，使用すること。 

ハ １需要場所におけるガスメーターの能力（お客さまが１需要場所に２個以上のガスメーターを

設置している場合には，それぞれのガスメーターの能力の合計といたします。）が10立方メート

ル毎時以下の併用住宅において，居室に床暖房を設置し，使用すること。 

ニ １需要場所におけるガスメーターの能力（お客さまが１需要場所に２個以上のガスメーターを

設置している場合には，それぞれのガスメーターの能力の合計といたします。）が10立方メート

ル毎時以下の併用住宅において，居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し，使

用すること。 

ホ その他当社が認めた場合 

 

ヘ お客さままたはお客さまの同居の家族がＫＤＤＩ株式会社（以下「ＫＤＤＩ」といいます。）

の指定するＫＤＤＩまたは沖縄セルラー電話株式会社（以下「沖縄セルラー電話」といいます。）

の au（ＬＴＥ）通信サービス約款に定める au（ＬＴＥ）通信サービスまたは au（ＷＩＮ）通信サ

ービス約款に定める au（ＷＩＮ）通信サービスを利用していること。 

 

ト お客さまが，ガス料金を，ＫＤＤＩおよび沖縄セルラー電話が別に定めるカテエネガスプラン

for au 立替払いサービス請求規約に係る契約にもとづき，ＫＤＤＩに毎月継続して立替えさせる方

法（以下「ＫＤＤＩ立替払いサービス」といいます。）により支払っていること。 

 

 

 

(２) この個別要綱は，基本要綱と合わせて適用いたします。 

 

 

２ 定   義 

次の言葉は，この個別要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(１) 床 暖 房 

エネルギー源としてガスを使用し，熱源機により，床面下もしくは壁中に設置した配管に温水を

供給して床面もしくは壁面の一定面積の暖房を行なうシステムをいいます。ただし，温風暖房を除

きます。 

(２) 家庭用セントラルヒーティングシステム 

エネルギー源としてガスを使用し，放熱器を複数接続する機能を有する熱源機により，放熱器に

温水を供給して暖房を行なう家庭用のシステムをいいます。 



(３) 専用住宅 

居住の目的だけに建てられた住宅で，店舗，作業場または事務所等の業務に使用するために設備

された部分がない住宅をいいます。 

(４) 併用住宅 

店舗，作業場または事務所等の業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている

部分とが結合している住宅をいいます。 

(５) 住居部分 

専用住宅の全部または併用住宅のうち世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有

し，居住の用に供されている部分をいいます。 

(６) 居  室 

居住の目的のために継続的に使用する住居部分の室をいいます（浴室，洗面所等は含みません。）。 

 

３ カテエネガスプラン３ for auの申込み 

   お客さまがこの個別要綱の適用を希望される場合は，あらかじめ基本要綱およびこの個別要綱を

承認のうえ，当社が必要とする事項を明らかにして，当社所定の様式によって，ＫＤＤＩまたは沖縄セ

ルラー電話を通じて申込みをしていただきます。 

４ 契約期間 

(１) この個別要綱は，基本要綱 14（ガス料金の適用開始の時期）で定める料金適用開始の日から適

用いたします。なお，他の個別要綱によってガスを使用されていたお客さまがこの個別要綱に変更され

るとき（以下「プラン変更」といいます。）の料金適用開始の日は，お客さまと当社が別途合意した場

合を除き，お客さまのカテエネガスプラン 3 for au の申込みを当社が承諾したのち，はじめに到来す

る検針日の翌日といたします。 

(２) この個別要綱を適用するガス需給契約の契約期間は，次によります。 

イ この個別要綱を適用するガス需給契約の契約期間は，ガス需給契約が成立した日（ただし，プラン

変更のときは，料金適用開始の日といたします。）から，料金適用開始の日が属する年度（４月１日か

ら翌年の３月３１日までの期間をいいます。）の翌年度の末日までといたします。 

ロ 契約期間満了に先立ち，お客さまおよび当社のいずれからも，ガス需給契約の廃止もしくは解約ま

たは変更について相手方への申入れが行なわれない場合は，この個別要綱を適用するガス需給契約は，

契約期間満了後も２年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

５ ガス料金 

(１) ガス料金は，(２)の場合を除き，別表１により算定いたします。 

(２) 基本要綱 19（日割計算）により日割計算を行なう場合のガス料金は，別表２により算定いたし

ます。 

 

 

６ ガス料金その他の支払方法 

お客さまは，毎月，ＫＤＤＩ立替払いサービスによりガス料金を支払うものとし，ガス料金がＫＤＤＩ

により当社が指定する金融機関等に払い込まれたときに，お客さまから当社に対する支払いがなされた

ものといたします。 

 



 

７ 設 置 確 認 

(１) 当社は，お客さまが１（適用）（１）イ，ロ，ハ，ニまたはホに該当するかどうかを確認させてい

ただく場合があります。この場合には，正当な理由がない限り，お客さまの住宅への立入りを承諾して

いただきます。 

(２) お客さまが，床暖房，家庭用セントラルヒーティングシステムを取り外すなどし，１（適用）

（１）イ，ロ，ハ，ニまたはホに該当しなくなった場合は，ただちにその旨を当社に申し出ていただきま

す。 

８ 適用の終了 

（１）お客さまが，１（適用）(１) イ，ロ，ハ，ニまたはホに該当しないことが判明した場合，または７

（設置確認）(１)の立入りを承諾していただけない場合には，当社は，この個別要綱の適用を承諾せず，

またはこの個別要綱の適用を終了いたします。なお，この個別要綱の適用を終了する場合には，あらか

じめその旨をお客さまにお知らせいたします。 

(２) 当社が(１)によってこの個別要綱の適用を終了した場合には，当社が(１)のお知らせの際に定める日か

ら，カテエネガスプラン１ for au を適用いたします。ただし，お客さまが１（適用）(１) イ，ロ，ハ，

ニまたはホに該当しないことが判明した場合で，１（適用）(１)トに該当しないことが判明したときには，

当社が(１)のお知らせの際に定める日から，カテエネガスプラン１を適用いたします。 

（３）お客さまが，１（適用）（１）ト該当しなくなる場合には，お客さまは，ＫＤＤＩまたは沖縄セルラ

ー電話を通じてすみやかに当社に申し出ていただきます。この場合，当社は，この個別要綱の適用を終

了いたします。なお，この個別要綱の適用を終了する場合には，あらかじめその旨をお客さまにお知ら

せいたします。 

(４) 当社が（３）によってこの個別要綱の適用を終了した場合には，当社が(３)のお知らせの際に定める日

から，カテエネガスプラン３を適用いたします。ただし，お客さまが１（適用）(１) トに該当しないこ

とが判明した場合で，１（適用）(１) イ，ロ，ハ，ニまたはホにも該当しないことが判明したときには，

当社が(３)のお知らせの際に定める日から，カテエネガスプラン１を適用いたします。 

９ そ の 他 

その他の事項については，基本要綱の規定によります。 

附則 

実施期日 

  この個別要綱は，２０１８年６月１日から実施いたします。 

別 表 １ 

～略～ 

別 表 ２ 

～略～ 


